
 

 
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

１５７ 抗Ｓｍ抗体定性等の算定について 

 

《令和６年５月３１日》 

 

○ 取扱い 

① 全身性エリテマトーデス（疑い含む。）に対するＤ014「12」抗Ｓｍ抗体

定性、抗Ｓｍ抗体半定量又は抗Ｓｍ抗体定量の算定は、原則として認められ

る。 

② 関節リウマチの疑いに対するＤ014「12」抗Ｓｍ抗体定性、抗Ｓⅿ抗体半

定量又は抗Ｓｍ抗体定量の算定は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

抗Ｓｍ抗体は、全身性エリテマトーデスに特異的な抗体であり、当該抗体の

陽性は全身性エリテマトーデスの診断基準の一つとされている※。 

以上のことから、全身性エリテマトーデス（疑い含む。）に対する上記検査

の算定は、原則として認められる。一方、関節リウマチの疑いに対する上記検

査の算定は、原則として認められないと判断した。 

 

 

（※）アメリカリウマチ学会（ACR）分類基準（1997）、厚生労働省ホームページ 自己

免疫疾患に関する調査研究班 
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